
再エネ導入拡大に向けた
取組と課題

［⾧野県は「SDGs未来都市」です］

長野県環境部

1

2130275
テキストボックス
資料３－５



2

⾧野県の地球温暖化対策の歩み
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⾧野県環境エネルギー戦略（2013-2020）の特徴

１．環境と経済の両立（デカップリング）

２．エネルギー視点（エネルギー目標・政策）の導入

３．基盤となる制度（条例・しくみ）の整備

４．自然エネルギー政策の地域主導の重視方針

５．効果的な施策の構築（効果の薄い施策の改廃）

６．パートナーシップとコベネフィットへの視野

☆低炭素杯2016ベスト長期目標賞（自治体部門） 大賞を受賞



小水力発電導入状況の全国比較

固定価格買取制度を利用した発電設備導入状況（R２年３月末時点）

固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト公表資料を基に集計
https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary

⾧野県 導入件数 ５７ 件 全国１位

※ 移行認定分を含む

導入容量 81,433 kW 全国１位

30,000kW未満で

1,000kW未満で

導入容量 7,753 kW 全国２位
⾧野県 導入件数 ４７件 全国１位

200kW未満で
⾧野県 導入件数 ３８ 件 全国１位

導入容量 3,192kW 全国１位

規模の大きい発電所は大手電力
会社の事業が多い

土地改良区等の事業主体が主力
今後は新たな事業主体の参入が
必要となる
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太陽光発電導入状況の全国比較

固定価格買取制度を利用した発電設備導入状況（R２年３月末時点）

固定価格買取制度 情報公表用ウェブサイト公表資料を基に集計
https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfoSummary

⾧野県 導入件数 １２０件 全国24位

※ 移行認定分を含む

導入容量 267,746 kW 全国23位

1,000 kW以上（メガソーラー）

10～999 kW（中規模事業用）

導入容量 809,684 kW 全国11位
⾧野県 導入件数 24,070件 全国９位

10 kW未満（住宅用）

⾧野県 導入件数 81,914 件 全国11位
導入容量 368,522 kW 全国11位

全国的にみて多いわけではない
山間部の多い⾧野県では
大規模なものは不向きともいえる

信州屋根ソーラーポテンシャルマップで
県内住宅屋根に「350万kWのポテンシャル」

を確認済み
※ポテンシャル使用率は約10％

全国的には上位
⇒支障事例はこの区分が多い

世帯あたりの導入件数 世帯普及率 10.1% 全国２位
※全国１位は佐賀県で普及率11％

⇒「更なる屋根ソーラー推進の強化」
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⾧野県気候危機突破方針（令和２年４月１日）を策定
～県民の知恵と行動で「持続可能な社会」を創る～
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2016年度 2050年度

再生可能エネルギーの３倍以上拡大シナリオ

既存水力
発電

バイオマス
発電

全ての建物に屋根ソーラー

企業局水力発電の活用

ﾊﾞｲｵｶﾞｽ発電(きのこ廃培地活用）

現 状

2050の姿

2030年度

電気
1.4万TJ

電気
4.1万TJ

地熱
発電等

熱利用
1.3万TJ

熱利用
0.1万TJ

576万 ｋW
2.2万 TJ

23.4万 ｋW
0.5万 TJ

4.3万 ｋW
0.1万 TJ

13.3万 ｋW
0.3万 TJ

導入可能地すべてで実施

住宅エネルギーの自消自産

地熱活用の熱電併給

県下全域でバイオマス利用

地熱ポテンシャルを最大限
活用

太陽熱

バイオマス

地中熱等

0.2万 TJ

0.8万 TJ

0.3万 TJ

※ポテンシャル
８.1万TJ

※ポテンシャル
２.5万TJ

灯油ストーブから薪・ペレッ
トストーブへ転換など

小水力
発電

163.3万 ｋW
1.0万 TJ

全ての建物に屋根ソーラー

公共施設をはじめ一般住宅
にも普及

計 1.5万TJ

計 5.4万TJ

屋根太陽光等 78万件

想定件数 27件

既存小水力 175カ所
既存一般水力 11カ所

小水力発電所 1600カ所

想定件数232件

想定件数 11万件

想定件数 14万件

想定件数 1万施設

【太陽光発電】
住宅屋根の90％が未活用
⇒ソーラーポテンシャルマップ

建築物自然エネルギー導入検討制度
地域と調和した再エネ普及拡大プロジェクト

【バイオマス発電】
バイオマス燃料供給体制の構築が必要
きのこ廃培地等新たな燃料の活用の検討が必要
⇒信州F・パワープロジェクト

収益納付型補助金

【小水力発電・地熱発電】
地域合意、資金調達環境改善が必要
技術開発によるコスト低減が必要
⇒新規電源開発地点発掘プロジェクト
⇒小水力発電キャラバン隊

収益納付型補助金
ゼロカーボン実現新技術等促進プロジェクト
世界標準のRE100リゾートプロジェクト

【太陽熱利用・バイオマス熱利用】
メリットに関する社会的認知度が低い
⇒地域主導型自然エネルギー創出支援事業

自然エネルギー信州ネット
建築物自然エネルギー導入検討制度

【地中熱利用・温泉熱利用】
技術開発によるコスト低減が必要
⇒地域主導型自然エネルギー創出支援事業

ゼロカーボン実現新技術等促進プロジェクト

太陽光
発電

注1:本シナリオは2020.3時点における試算であり、今後変更の可能性がある

・再生可能エネルギー生産量を３倍以上に拡大（1.5万TJ → 5.4万TJ）
・地域主導の再生可能エネルギーの普及により、エネルギー自立地域を確立

取組(例)
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基本方針
１．ソーラーポテンシャルマップによる屋根ソーラーの最大限の普及、自家消費型へのライフスタイルの転換を促す
２. 企業局による新規水力発電所建設や既設水力発電所のリプレースにより、発電電力量を拡大するとともに、

信州Greenでんきプロジェクトにより県内外に供給
３．あらゆる分野とのコラボにより再エネの導入検討 「多様な手段でエネルギーの地消地産を実現」

体制

地域の発電事業者

農業×再エネ 製造業×再エネ、交通インフラ×再エネ 等の検討

・ソーラーローラー大作戦 ・地域の関係機関との協力
・自家消費モデルの創出と促進

Step １ 個別プロジェクト①

住宅用太陽光発電の徹底的な普及

ゼロカーボン推進室

環境政策課
ポテンシャルマップ登録・協力事業者

・屋根の上に太陽光パネルが当たり前の姿に
・エネルギー自家消費へのライフスタイルの転換

電機商業組合、工務店協会、自然エネルギー信州ネット等
と連携し屋根ソーラーモデルを構築

多分野と連携し自家消費・
域外へのエネルギー供給モデルを構築

信州の全ての屋根にソーラーを

Zero Carbon 
Hub

新技術提案

環境部

再エネと産業、農業、交通など
Step ２

・あらゆる分野とのコラボレーションにより、地域外
から獲得した資金を地域内で循環、 地域に
雇用と所得を確保

・太陽光×EV×蓄電池モデルの普及促進、バイ
オマス発電・熱供給、小水力発電、マイクログ
リッドの検討等

再エネと多様な分野のコラボレーション

各分野とのコラボレーション

適正な推進
関連法令

建設部

林務部

農政部

環境部

その他関係部局

ゼロカーボン実現
アイデア募集

従来からの技術
提案 その他関係部局

産業労働部

農政部 林務部

建設部 企業局

Step １ 個別プロジェクト②

企業局による水力発電の拡大・普及
新規電源開発地点発掘プロジェクト
・水資源の最大限活用のため水力発電所を整備
「信州Greenでんき」プロジェクト（R２開始）
・企業局水力発電所の電気を県内外に供給

新規発電所建設等を加速・信州産電気を県内外へ

小売販売
新電力等

企業局
水力発電

CO2フリー電気

地産電気

・関係部局、市町村と連携し、開発可能候補地を発掘、
新規水力発電所建設と既設発電所のリプレースを推進

・再エネ供給拡大を通じて、地域の発展に貢献

県内

全国
（世田谷区） 大学など研究機関
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地域と調和した再エネ普及拡大 プロジェクト



○太陽光発電設備等共同購入事業
・信州屋根ソーラーポテンシャルマップを活用した共同購入事業の広報・ＰＲ

○公共施設へのPPAモデル導入の研究
・市町村所有施設への太陽光パネル、蓄電池の設置

○小水力発電の普及促進
・「小水力発電キャラバン隊」を現地に派遣し、新たな事業化を推進
・企業局による新規電源開発プロジェクト

○地域新電力設立の研究
・再エネ普及・再エネ生産・地域振興に寄与する地域新電力について研究

今後、取り組みたい事項（例）
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市町村との連携

自然エネルギー信州ネットとの連携

○プラットフォーム機能を活かした再エネ普及拡大
・市民等に向けたWEBセミナー、パワーアップミーティングの開催

○再エネ普及拡大に向けた課題研究
・地域と調和した再エネ事業化支援、再エネヘルプデスク機能としての役割

平成23年7月設立 会員数 382 ※R2.11現在

市民、NPO、地域企業、大学、行政から構成される
産官学民連携組織



⾧野県の太陽光発電事業に対する対応
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地域にメリットをもたらす地域主導型の再生可能エネルギーの普及拡大に取り組み
つつ、地域と調和した再生可能エネルギーを促進

１ 県条例の改正等 国との関係２ 市町村へのサポート

【これまでの取組】

✔防災調整池の対象降雨確
率の引上げ

✔太陽光発電の環境アセス
対象事業化

✔林地開発許可の手続充実

✔景観面での太陽光発電の
届出対象基準の強化 など

【今後】

✔庁内連絡会議で引き続き

支障事例や課題の共有

✔各法令における太陽光

発電への対応を検討

～関係部局が連携して
対応を強化～

～地域の実情を踏まえた
対応を支援～

～FIT法を所管する
経産省への要望等～

【これまでの取組】

✔｢太陽光発電を適正に推進
するための市町村対応マ
ニュアル｣の公表

✔｢市町村条例モデル｣による
法令レベルの対応の促進

✔｢再エネ地域連絡会議｣の
立上げによる、地域での情
報・課題の共有体制の強化

【成果】

✔条例、要綱・ガイドラインに
より体制を整えている市町
村数：68市町村（※R2.４月時点）

【これまでの取組】

✔知事会、道府県知事により
構成される｢自然エネル
ギー協議会｣の仕組みを通
じ、太陽光発電が地域と調
和したものになるよう要望・
提言

【成果】

✔他法令違反(条例含む)へ
の厳格な対応

✔発電プロセスごとの遵守・
推奨事項を明らかにした
ガイドラインの公表



⾧野県の太陽光発電事業に対する対応
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県条例・基準等の見直しの経過年度 条例・基準 見直しの内容

H27

長野県立自然公園条例施行規則
・県立自然公園普通地域における届出を要する工作物に太陽
光発電施設を追加

流域開発に伴う防災調整池等技術基準
・10ha以上の開発行為に対し、対象となる降雨確率を「30年に
一度」から「50年に一度」に引き上げ

長野県環境影響評価条例
・太陽光発電所を対象事業化（第１種事業：敷地面積が50ha以
上、第2種事業：森林の区域等における敷地面積が20ha以上）

林地開発許可事務取扱要領

・地元説明会の対象範囲を明確化
・説明結果概要書の提出を規定
・学識経験者への意見聴取を規定
・大規模開発の対象面施を10ha以上に強化

H２８

長野県景観規則

・県景観計画の区域における工作物の建築等に係る届出対象
に太陽光発電施設を追加すると共に、対象基準を強化

R１
・太陽光発電施設（1000m²超）の届出内容に、眺望点からの完
成予想図や住民説明の状況報告等を追加

R2
林地開発許可制度
太陽光発電施設の設置を目的とした開発
行為の許可基準等の運用及び指導指針

・事業終了後の原状回復の措置についての指導
・自然斜面30度以上の場合の防災施設等の設置
・排水施設の流出係数の規定と柵工等の適切な措置
・残置森林について森林率として25％以上を規定
・住民説明会や景観についての配慮事項を規定



「太陽光発電を適正に推進するための市町村対応マニュアルについて」
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策定経緯

・太陽光発電については、県内の再生可能エネルギーの推進を牽引している一方で、
地域住民の景観や防災、環境影響への懸念、さらには地域との調整不足もあり、
県内各地でトラブルが発生。
・平成27年5月に県内21市町村及び県関係部局を構成員とした「太陽光発電の適正な推進に
関する連絡会議」を設置し、意見交換や対応策について検討。
平成28年6月にマニュアルの公表（平成29年2月一部改正）。

特徴

◎「条例のモデル案」などを提示することで、条例の制定・見直しのニーズに対応
◎事業化の際に配慮すべき区域などを示すことで、事業者にとっての実質的な
ガイドライン的な役割が期待 ⇒ 事業者向け抜粋版も公表

◎事業者と地域住民の合意事項を担保するための、「協定書の雛形」を提示

条例モデル案

・「地域の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギーの促進」を図ることを目的
・地域が主体となって、地域の資源、資金等を活用し、利益を地域に還元させる「地域主導型」の
取組を推進する一方、地域外の主体による「外部主導型」を地域の主体と地域の主体が協働
する「協働型」へ誘導する内容となっている。



県内における再生可能エネルギーに関する独自条例制状況
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条例・要綱・ガイドラインに太陽光発電に対応している市町村

県内77市町村のうち ６８市町村で対応済み

うち、再生可能エネルギーに関する独自条例を制定している市町村

１５ 市町村で制定済み

特徴 該当市町村数

ゾーニング

禁止区域の設定 １

抑制区域の設定 １３

市町村の把握

事前協議 １２

市町村の関与
届出制 １２

許可制 ３

地域との
合意形成

地域住民への事前説明 １５

住民との協定締結 １

市町村との協定締結義務 １４

設置に配慮を求めるエリア設定をする
市町村が多くなってきている。
さらに強力な
「禁止区域」を設ける市町村も現れた

地域との合意形成は
地域と調和した再エネ推進に

必要不可欠

により

地域との合意形成を図る市町村が多い

※既存の条例への追加ではなく、新規に再エネに関する条例を制定したもの

※R2.4月末時点

県内再生可能エネルギーに関する独自条例 整理表

「地域への事前説明」
「地域との協定締結」



（目的）
第１条 この条例は、町内における太陽光発電設備の設置及び維持管理等に関し、必要な事項を定めることにより、太陽光発電
設備の事業区域及び周辺地域における災害の防止並びに良好な景観及び生活環境の保全を図り、もって町民の安全で安心な
生活を確保することを目的とする。
（定義）
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
・・・
（４） 特定発電事業
太陽光発電設備及び発電事業の用に供する土地の区域（以下「事業区域」という。）が、次に該当する発電事業第2条第1号に
規定する建築物の屋根又は屋上に太陽光発電設備を設置するもの（以下「建築物発電事業」という。）を除く。）をいう。
ア 発電出力の合計が１０キロワット以上の太陽光発電設備を設置するもの。ただし、同時期又は近接した時期に、実質的に
同一と認められる設置事業者又は運営事業者及び区域において、発電事業が一体的になされるものと町長が認める場合で
あって、合算した発電出力が１０キロワット以上の場合も含む。
（５） 周辺住民
事業区域の境界から50メートル以内の土地又は建物を所有する者をいう。
（６） 開発区
事業区域の境界から100メートル以内の区域を含む区・集落組合をいう。

県内で見られる 再エネ条例の事例
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（禁止される区域）
第５条 太陽光発電設備は、次の各号に掲げる区域（以下「禁止区域」という。）に設置してはならない。
（１） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第１項の急傾斜地崩壊危険区域
（２） 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第１項の土砂災害特別警戒区域

第１条の目的を達成するために、太陽光発電を禁止するエリアを定めている。
このように、太陽光発電設備を適切な場所へと誘導する「ゾーニング」の考えを
条例に入れ込む場合が多くなってきている




